[bookmark: _GoBack]＜配布資料＞　家事援助スタッフに従事する前にご一読ください　
Ⅰ　個人情報保護について
☆★　学習のねらい　★☆
　　　個人情報・プライバシーの保護の重要性と、情報漏えいの具体例や影響について理解する。


　


　１　個人情報とは何か？～個人情報保護法から～
　　　個人情報保護法（平成15年法律第57号）第2条第１項において、次のように定義されて
います。
「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報
と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。）をいう。」

　　【個人情報に該当する事例】　　出典：平成16年厚生労働省・経済産業省告示第41号「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」より抜粋
　　　・本人の氏名
　　　・生年月日、連絡先（住所・居所・電話番号・メールアドレス）
　　　・防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
　　　・個人別に付された番号、記号（会員番号、金融機関の口座番号、試験の受験番号等）
　　　※趣味、身長・体重、病歴、賞罰、職歴等一見含まれないような情報も含まれる

　2　プライバシーの保護
　　私たちの暮らしでは、「個人情報」と「プライバシー」という言葉はあまり区別することなく使われています。この2つの言葉は深く関係していますが、厳密に言えば、意味が異なります。「個人情報」とは、本人の氏名、生年月日、住所などの記述等により特定の個人を識別できる情報のことです。一方、「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」（小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、最近では、「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。
　　家事援助スタッフは、利用者の居宅を訪問してサービス提供を行う立場であり、必然的に利用
者が他人に知られたくない部分にも触れてしまうことになります。そういったプライバシーに関
わる情報を、絶対に外部（家事援助スタッフ同士、家事援助スタッフの家族も含む）に漏らして
はいけません。また、利用者が知られたくないことを無理に聞こうとしないことも大切です。プ
ライバシーの漏えいは、家事援助スタッフとしての信頼を失うだけでなく、家事援助スタッフが
所属する事業所、また区全体の信用を失うことになります。

３　個人情報の漏えい事例
【事例１】
　　介護老人保健施設において、職員が入所者の生年月日、食事入浴などの介護情報が保存され
　たUSBメモリーをポシェットに入れて持ち出し、ポシェットを落としたためUSBメモリーも
紛失した。当該施設では、USBメモリーを持ち出すことは禁止されていた。

【事例２】
　　通所リハビリテーションの職員が、利用者連絡先氏名・電話番号の入った業務用携帯電話を
紛失した。携帯電話は、職員が共有で使用するため、「面倒くさい」という理由で、パスワード
やロックの設定がされていなかった。

【事例３】
　　軽費老人ホームで、入居者個人情報を記載した書類のファイルの一部が、事務所のキャビネ
ットから無くなっていることに気がついた。このキャビネットは日常的には施錠されていなか
った。

【事例４】
　　ケアマネジャーが、担当している高齢者５人分の個人情報を含む書類をバッグに入れて、後ろかごの荷物入れに入れ、ビニール製のカバーで覆って区役所に行ったが、到着時にバッグが紛失していることに気づいた。

　【事例５】
　　　ホームヘルパーで訪問した家の玄関先の花がきれいだったので、スマートフォンで撮影して、
その場で花の写真と共に「巣鴨でのホームヘルプサービス終了」とSNSで発信した。


　４　人権と尊厳の保持
　　介護職は、最初に「人権と尊厳の保持」について学びます。それは、介護職が利用者に介護サー
ビスを提供するにあたり、何よりも大切にしなければならないのは、利用者の人権と尊厳を守る
ことだからです。
　個人の尊厳とは、個人が人として尊ばれ、社会で自分らしく生きていけることです。また、人
権とは、すべての人が生まれながらにもっている人間らしく生きる権利のことです。しかし、サ
ービスの主な対象となる高齢者は、老化や認知症等の疾患による適応能力や判断能力の低下から、
消費者被害や高齢者虐待などの人権被害を受ける可能性もあります。利用者の人権を擁護する観
点から、家事援助スタッフは、利用者がこういった被害にあっていないか、「見守りの目」をもっ
て従事することも必要です。


　5　高齢者虐待
（1） 高齢者虐待防止法とは
高齢者虐待防止法は、正しくは「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（2006(平成18)年4月1日）です。この法律の目的は、高齢者の尊厳保持のため、高齢者虐待の防止等における国、都道府県、市区町村の行政等の責務を定め、虐待を受けた高齢者の保護の措置とともに、養護者の負担の軽減を図ることなど、高齢者虐待の防止と養護者に対する支援等に関する施策を促進することです。つまり、この法の下では、虐待された高齢者も、虐待を行った養護者も、ともに支援の対象だということです。

（2） 高齢者虐待のサイン　　　　
	項目
	みられるサイン

	共通してみられるサイン
	・通常の行動が不自然に変化する
・医師や福祉・保健の関係者に話すこと、援助を受けることをためらう

	身体的虐待をうけているサイン
	・説明のつかない転倒や、小さな傷が頻繁にみられる
・腿の内側や上腕部の内側、背中などに傷やみみずばれがある
・回復状態がさまざまな段階の傷やあざ、骨折のあとがある
・傷やあざに関する説明のつじつまが合わない

	介護・世話の放棄や高齢者本人による自己放任のサイン
	・居住する部屋、住宅が極端に非衛生的である、あるいは異臭がする
・寝具や衣類が汚れているままであることが多い
・ぬれたままの下着をつけている
・からだがかなりの異臭がする
・適度な食事をとっていない
・疾患の症状が明白にあるにもかかわらず、医師の診断を受けていない

	心理的虐待をうけているサイン
	・不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖など）の訴えがある
・ヒステリー、強迫観念、強迫行為などでの神経的反応がみられる
・自傷行為がある

	性的虐待をうけているサイン
	・不自然な歩行や座位の困難がある
・性器の痛み、かゆみを訴える

	経済的虐待をうけているサイン
	・年金や財産などがあり財政的に困っているはずがないのに、お金がな
いと訴える
・知らないうちに預貯金が引きおろされたといった訴えがある


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：高齢者処遇研究会編『高齢者虐待防止マニュアル』抜粋



Ⅱ　不正の防止
　１　不正防止チェックリスト
　家事援助スタッフの業務形態は、基本的に利用者と１対１であり、第三者の目が介在しないため、従事者一人ひとりの高い倫理性をもって業務に臨む必要があります。さらに、家事援助スタッフは、家政婦やボランティアと本質的に違うことは、介護保険法に則った社会的なサービスを提供することです。つまり、家事援助スタッフが提供するサービスは、介護予防ケアマネジメントに基づきサービス計画に定められた内容で行います。
　前章で説明した個人情報・プライバシーの保護も踏まえて、ここでは、不正防止のための不適切な事柄を次に示します。

【不適切な事例】
□利用者の秘密を口外する
□他の利用者の個人情報を利用者・部外者に伝える
□家事援助スタッフ自身の個人情報を利用者・部外者に伝える
□約束を守らない、うそをつく
□家事援助スタッフの価値観を利用者に押し付ける
□金品のやり取り（授受と貸し借り）をする
□利用者の買い物で、自分のポイントカードにポイントを付ける
□「ここからはボランティア」と言って時間を延長する
□利用者の考え方を非難する
□家事援助スタッフのペースだけで仕事を進める
□家事援助スタッフの業務でないことをしてしまう
□過度に感情移入をしてしまう（何でもやってしまう）
□個人的なやりとり、連絡をする
□自分の感情をむき出しにして業務を行う
□不得手な援助は適当に行う
□利用者を故意に不安にさせる
□自分の業務に責任をとらない
□利用者をえこひいきする
□余計なことをする（親切の押し売り等）




　
























コラム
≪とあるファミリーレストランで…≫
個人情報保護法が制定されたのは、平成15年のこと。個人情報とは何か？難しく考える事はなく、簡単に言うと個人を識別できるものであると考えて良いのです。例えば、氏名、住所、電話番号などがあります。法律が制定される前までは、学校などの卒業アルバムに住所や電話番号が載っていた時代もありましたが、現在では載せてありません。私としては昔の友達に連絡を取りたい時などに個人情報保護法により、連絡先も分からず困る事もあるのではないかと複雑な気持ちです。
仕事をしていく中でも個人情報はたくさんあります。特に、ご自宅に直接訪問しサービスを提供する訪問介護の仕事。掃除や洗濯などが出来ずに困っている人たちの手助けとして活躍する素敵な仕事です。その中にはとてもたくさんの個人情報があります。住所や電話番号は勿論の事、家族の構成、職業、出身地など、その人がどのように生きてきたかさえも分かる事があるのです。ある休日の事ですが、とあるファミリーレストランで食事をしていた時に、一目見て訪問介護のヘルパーさんだと分かるグループがいました。私は、近くに居たものですから聞きたくなくても会話が聞こえてきます。「いま〇〇さんの家に行ってきたのよ」「大きな家よね」「息子さん〇〇会社の偉い人みたいよ」などなど、知っている人が近くに居たら完全に個人が特定できるような会話。近くで誰が聞いているか分かりません。勿論、本人たちには悪気はありませんが人には知られたくない事もたくさんあるのです。訪問介護の仕事をしているとストレスもあり、誰かに聞いてほしいという気持ちも分かりますが、もし自分の情報がそのような形で流出していたらどのように感じるでしょうか？
場所をわきまえて個人が特定できないような話し方をする様に心がけていきたいものです。
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